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【手続補正書】
【提出日】令和2年1月9日(2020.1.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定することと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、
　を備える、方法。
【請求項２】
　前記識別することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを解釈することを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記決定することは、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信することと、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定することと、
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記決定することは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　をさらに備える、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
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）内で受信される、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記識別されたサブフレーム番号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータ
を調整することをさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定することと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定することと、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信することと、
　を備える、方法。
【請求項８】
　前記設定することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを算出することを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記決定することは、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに、また
は前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設定するこ
とを備える、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、請求
項４または９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で送信される、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、請求項５または１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
請求項１乃至１３のいずれかに記載の方法を行うための手段を備える、通信装置。
【請求項１５】
　コンピュータプログラムであって、前記プログラムは、コンピュータによって実行され
ると、前記コンピュータに、請求項１乃至１３のいずれかの方法を行わせる命令を備える
、コンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８１】
　[0092]先の開示が様々な例示的な態様を示している一方で、添付の請求項によって定義
される範囲から逸脱することなく、例示された例に対して様々な変更および修正がなされ
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得ることは留意されるべきである。本開示は、具体的に例示された例だけに限定されるよ
うには意図されていない。たとえば、別途着目されない限り、本明細書で説明されている
本開示の態様にしたがった方法の請求項の機能、ステップ、および／またはアクションは
、任意の特定の順序で実施される必要がない。さらに、ある特定の態様は、単数形で説明
または請求され得るものの、単数形への限定が明記されていない限り、複数形が考慮され
ている。
　以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定することと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、
　を備える、方法。
［Ｃ２］
　前記識別することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを解釈することを備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ３］
　前記決定することは、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信することと、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定することと、
　を備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ４］
　前記決定することは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　をさらに備える、Ｃ３に記載の方法。
［Ｃ５］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ４
に記載の方法。
［Ｃ６］
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で受信される、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ７］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ６に記載の方法。
［Ｃ８］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ７に記載の方法。
［Ｃ９］
　前記識別されたサブフレーム番号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータ
を調整することをさらに備える、Ｃ１に記載の方法。
［Ｃ１０］
　プライマリ同期信号（ＰＳＳ）およびセカンダリ同期信号（ＳＳＳ）を検出することを
さらに備え、前記調整することは、前記検出することにさらに基づく、Ｃ９に記載の方法
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。
［Ｃ１１］
　通信装置であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信するように構成された
少なくとも１つのトランシーバと、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、
　を備え、前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定することと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別することと、
　を行うように構成される、装置。
［Ｃ１２］
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記基準境界
に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前記サブフレーム番号インジケータを解
釈することによって、前記サブフレーム番号を識別するように構成される、Ｃ１１に記載
の装置。
［Ｃ１３］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコード
を受信するようにさらに構成され、
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記ＳＳＳシ
ョートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定するようにさらに構成される、
　Ｃ１１に記載の装置。
［Ｃ１４］
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定することと、
　を行うようにさらに構成される、Ｃ１３に記載の装置。
［Ｃ１５］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ１
４に記載の装置。
［Ｃ１６］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴ
ｘＷ）内で前記ブロードキャストチャネルを受信するようにさらに構成される、Ｃ１１に
記載の装置。
［Ｃ１７］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ１６に記載の装置。
［Ｃ１８］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ１７に記載の装置。
［Ｃ１９］
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記識別され
たサブフレーム番号に基づいて、１つまたは複数のタイミングパラメータを調整するよう
にさらに構成される、Ｃ１１に記載の装置。
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［Ｃ２０］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、プライマリ同期信号（ＰＳＳ）およびセカンダ
リ同期信号（ＳＳＳ）を検出するようさらに構成され、
　前記少なくとも１つのメモリおよび前記少なくとも１つのプロセッサは、前記検出する
ことに基づいて、前記１つまたは複数のタイミングパラメータを調整することを決定する
ようにさらに構成される、
　Ｃ１９に記載の装置。
［Ｃ２１］
　通信装置であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信するための手段と、　
前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータの
ための基準境界を決定するための手段と、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別するための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ２２］
　前記識別するための手段は、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットと
して前記サブフレーム番号インジケータを解釈するための手段を備える、Ｃ２１に記載の
装置。
［Ｃ２３］
　前記決定するための手段は、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信するための手段と、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定するための手段と、　
を備える、Ｃ２１に記載の装置。
［Ｃ２４］
　前記決定するための手段は、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定するための手段と、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定するための手段と、
　をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
［Ｃ２５］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ２
４に記載の装置。
［Ｃ２６］
　少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、前記少なくとも１つのプロセッ
サに、通信のためのオペレーションを実行させるコードを備える非一時的コンピュータ可
読媒体であって、
　ブロードキャストチャネルを介して、前記ブロードキャストチャネルが受信される対応
するサブフレームについてのサブフレーム番号インジケータを受信するためのコードと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレーム番号インジケータ
のための基準境界を決定するためのコードと、
　前記サブフレーム番号インジケータおよび前記基準境界に基づいて、前記サブフレーム
に関連付けられたサブフレーム番号を識別するためのコードと、
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２７］
　前記識別するためのコードは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセット
として前記サブフレーム番号インジケータを解釈するためのコードを備える、Ｃ２６に記
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載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２８］
　前記決定するためのコードは、
　セカンダリ同期信号（ＳＳＳ）ショートコードを受信するためのコードと、
　前記ＳＳＳショートコードの値に基づいて、前記基準境界を決定するためのコードと、
　を備える、Ｃ２６に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ２９］
　前記決定するためのコードは、
　前記ＳＳＳショートコードの第１の値に基づいて、前記無線フレームの第１の部分内の
第１のサブフレームに前記基準境界を設定するためのコードと、
　前記ＳＳＳショートコードの第２の値に基づいて、前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに前記基準境界を設定するためのコードと、
　をさらに備える、Ｃ２８に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ３０］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ２
９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ３１］
　通信方法であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定することと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定することと、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信することと、
　を備える、方法。
［Ｃ３２］
　前記設定することは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前
記サブフレーム番号インジケータを算出することを備える、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３３］
　前記決定することは、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに、また
は前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設定するこ
とを備える、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３４］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ３
３に記載の方法。
［Ｃ３５］
　前記ブロードキャストチャネルは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴｘＷ
）内で送信される、Ｃ３１に記載の方法。
［Ｃ３６］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ３５に記載の方法。
［Ｃ３７］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ３６に記載の方法。
［Ｃ３８］
　通信装置であって、
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　少なくとも１つのプロセッサと、
　前記少なくとも１つのプロセッサに結合された少なくとも１つのメモリと、前記少なく
とも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別することと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定することと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定することと、
　を行うように構成される、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信するように構成された少なくとも１つのトランシーバと、
　を備える、装置。
［Ｃ３９］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記基準境界
に対する前記無線フレーム内のオフセットとして前記サブフレーム番号インジケータを算
出することによって、前記サブフレーム番号インジケータを設定するように構成される、
Ｃ３８に記載の装置。
［Ｃ４０］
　前記少なくとも１つのプロセッサおよび前記少なくとも１つのメモリは、前記無線フレ
ームの第１の部分内の第１のサブフレームに、または前記無線フレームの第２の部分内の
第２のサブフレームに、前記基準境界を設定するようにさらに構成される、Ｃ３８に記載
の装置。
［Ｃ４１］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ４
０に記載の装置。
［Ｃ４２］
　前記少なくとも１つのトランシーバは、発見基準信号（ＤＲＳ）送信ウィンドウ（ＤＴ
ｘＷ）内で前記ブロードキャストチャネルを送信するように構成される、Ｃ３８に記載の
装置。
［Ｃ４３］
　前記ＤＴｘＷは、前記サブフレーム番号インジケータによって一意に伝達され得るサブ
フレームの数よりも大きい数のサブフレームに広がる、Ｃ４２に記載の装置。
［Ｃ４４］
　前記サブフレーム番号インジケータは３ビットに対応し、前記ＤＴｘＷは８よりも多い
サブフレームに広がる、Ｃ４３に記載の装置。
［Ｃ４５］
　通信装置であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別するための手段と、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定するための手段と、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定するための手段と、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信するための手段と、
　を備える、装置。
［Ｃ４６］
　前記設定するための手段は、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセットと



(8) JP 2019-507544 A5 2020.2.20

して前記サブフレーム番号インジケータを算出するための手段を備える、Ｃ４５に記載の
装置。
［Ｃ４７］
　前記決定するための手段は、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレームに
、または前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設定
するための手段を備える、Ｃ４５に記載の装置。
［Ｃ４８］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ４
７に記載の装置。
［Ｃ４９］
　少なくとも１つのプロセッサによって実行されるとき、前記少なくとも１つのプロセッ
サに、通信のためのオペレーションを実行させるコードを備える非一時的コンピュータ可
読媒体であって、
　ブロードキャストチャネルを搬送するように指定された対応するサブフレームに関連付
けられたサブフレーム番号を識別するためのコードと、
　前記サブフレームを含む対応する無線フレーム内の前記サブフレームのための基準境界
を決定するためのコードと、
　前記サブフレーム番号および前記基準境界に基づいて、前記サブフレームについてのサ
ブフレーム番号インジケータを設定するためのコードと、
　前記ブロードキャストチャネルを介して、前記サブフレームについての前記サブフレー
ム番号インジケータを送信するためのコードと、
　を備える、非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５０］
　前記設定するためのコードは、前記基準境界に対する前記無線フレーム内のオフセット
として前記サブフレーム番号インジケータを算出するためのコードを備える、Ｃ４９に記
載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５１］
　前記決定するためのコードは、前記無線フレームの第１の部分内の第１のサブフレーム
に、または前記無線フレームの第２の部分内の第２のサブフレームに、前記基準境界を設
定するためのコードを備える、Ｃ４９に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
［Ｃ５２］
　０～９の前記無線フレーム内のサブフレームの番号付けでは、前記第１のサブフレーム
はサブフレーム０に対応し、前記第２のサブフレームはサブフレーム５に対応する、Ｃ５
１に記載の非一時的コンピュータ可読媒体。
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